
豊田工業高等専門学校授業科目の履修，単位の修得，進級及び 

卒業等の認定に関する規程 

 

制  定  昭和５７年 ４月 １日 

最終改正  令和 ７年 ３月２４日 

 

（趣旨） 

第１条 豊田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における授業科目の履修，単位の

修得，進級及び卒業等の認定については，別に定めるもののほか，この規程の定めるとこ

ろによる。 

 

（令和７年度以降入学者に適用する授業科目の履修の認定） 

第２条 次の要件をすべて満たした場合に当該授業科目の履修を認定する。 

一 出席時間数が学期授業時間数又は学年授業時間数の４分の３以上であること。 

二 学習態度が良好であること。 

三 所定の課題に対する報告書等を提出していること。 

四 原則として，定期及び中間等の試験を受けていること。 

五 学期ごとに履修申請をしていること。 

 六 成績評価が 50 点以上，もしくは，定期試験，課題，小テストのいずれかの評価が 60 

点以上であること。 

２  並行開講科目で修得可能な単位数の合計は，本校学則（昭和３８年４月１日制定）別表 

第１－１によるものとする。 

 

（令和６年度以前入学者に適用する授業科目の履修の認定） 

第２条の２ 次の要件をすべて満たした場合に当該授業科目の履修を認定する。 

一 出席時間数が学期授業時間数又は学年授業時間数の４分の３以上であること。 

二 学習態度が良好であること。 

三 所定の課題に対する報告書等を提出していること。 

四 原則として，定期及び中間等の試験を受けていること。 

五 学期ごとに履修申請をしていること。 

２ 平成２８年度以降の入学生においては，並行開講科目で修得可能な単位数の合計は，本

校学則（昭和３８年４月１日制定）別表第１－１によるものとする。 

 

（単位の修得の認定） 

第３条 前条に規定する授業科目の履修が認定され，かつ，学期成績及び学年成績が「豊田

工業高等専門学校試験及び学業成績評価規程」(昭和５７年４月１日制定)に定める所定の

評定であるとき，当該授業科目の単位の修得を認定する。 

２ 前項に規定する授業科目の履修の認定及び当該授業科目の単位の修得の認定は，各学期

末に行う。学年別に配当されている単位は，前学期，後学期ごとに分割してその修得を認

定することができる。ただし，実験実習，製図，卒業研究等の通年科目及び校外実習，課

題研究の単位の修得の認定は学年末に行う。 

 

（令和７年度以降入学者に適用する進級及び課程修了の認定） 



第４条 第１学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数及び

課題研究によって認定された単位数の累計が，２８単位以上であること。 

二 環境都市学科にあっては，授業科目「測量実習Ⅰ」の単位の修得が認定されているこ

と。 

三 特別活動の履修状況が良好であること。 

２ 第２学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数

及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては５９単位以上，

電気・電子システム工学科においては５９単位以上，情報工学科においては６１単位以上，

環境都市工学科においては５９単位以上，建築学科においては５９単位以上であること。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「メカトロニクス実習」の単位の修得が認定されて

いること。 

三 環境都市学科にあっては，授業科目「測量実習Ⅱ」の全単位の修得が認定されている

こと。 

四 特別活動の履修状況が良好であること。 

３ 第３学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２・３学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単

位数及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては９６単位以

上，電気・電子システム工学科においては９１単位以上，情報工学科においては９２単位

以上，環境都市工学科においては９２単位以上，建築学科においては９７単位以上である

こと。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「機械設計製図」及び「創造総合実習」の全単位の

修得が認定されていること。 

三 環境都市工学科にあっては，授業科目「環境都市工学実験Ⅰ」及び「プロジェクトデ

ザインⅠ」の全単位の修得が認定されていること。 

四 特別活動の履修状況が良好であること。 

４ 第４学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 修得が認定された単位数の累計が，機械工学科においては１３７単位以上（専門科目

６０単位以上），電気・電子システム工学科においては１３７単位以上（専門科目６０単

位以上），情報工学科においては１３１単位以上（専門科目５３単位以上），環境都市工

学科においては１３７単位以上（専門科目５６単位以上），建築学科においては１４１単

位以上（専門科目６０単位以上）であること。ただし，一般科目の修得が７０単位以上認

定されていること。また，他学科専門科目の単位は進級に必要な単位に含めない。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「工学実験」の修得が認定されていること。 

三 電気・電子システム工学科にあっては，授業科目「創造電気実験実習」，「電気基礎

実験」，「電気電子工学実験Ⅰ」，「電気電子工学実験Ⅱ」,「ＰＢＬ実験Ⅰ」，「ＰＢ

Ｌ実験Ⅱ」及び「電気電子工学ゼミ」の全単位の修得が認定されていること。 

四 情報工学科にあっては，授業科目「情報工学ゼミⅡ」，「工学実験Ⅰ」，「工学実験

Ⅱ」，「エンジニアリングデザインⅠ」及び「エンジニアリングデザインⅡ」の全単位の

修得が認定されていること。 

五 環境都市工学科にあっては，授業科目「環境都市工学実験Ⅱ」及び「プロジェクトデ

ザインⅡ」の全単位の修得が認定されていること。 



六 第４学年までに開講された全ての必履修科目が履修認定されていること。 

５ 各学年の課程の修了については，所定の単位を修得したものについて認定する。 

６ 単位の修得が認定された授業科目の単位数の累計が，その在籍する学年より上位の学年

の進級基準を満たしても，その上位の学年より一つ上の学年への進級を認定しない。 

 

（令和３～６年度入学者に適用する進級及び課程修了の認定） 

第４条の２ 第１学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数及び

課題研究によって認定された単位数の累計が，２８単位以上であること。 

二 環境都市学科にあっては，授業科目「測量実習Ⅰ」の単位の修得が認定されているこ

と。 

三 特別活動の履修状況が良好であること。 

２ 第２学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数

及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては５９単位以上，

電気・電子システム工学科においては６０単位以上，情報工学科においては６１単位以

上，環境都市工学科においては５９単位以上，建築学科においては５９単位以上である

こと。 

二 環境都市学科にあっては，授業科目「測量実習Ⅱ」の全単位の修得が認定されている

こと。 

三 特別活動の履修状況が良好であること。 

３ 第３学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２・３学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単

位数及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては９２単位

以上，電気・電子システム工学科においては９２単位以上，情報工学科においては９４

単位以上，環境都市工学科においては９３単位以上，建築学科においては９７単位以上

であること。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「機械設計製図」，「メカトロニクス実習」及び

「創造総合実習」の全単位の修得が認定されていること。 

三 環境都市工学科にあっては，授業科目「環境都市工学実験Ⅰ」及び「プロジェクトデ

ザインⅠ」の全単位の修得が認定されていること。 

四 特別活動の履修状況が良好であること。 

４ 第４学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 修得が認定された単位数の累計が，機械工学科においては１３９単位以上（専門科目

６０単位以上），電気・電子システム工学科においては１３９単位以上（専門科目６１

単位以上），情報工学科においては１３５単位以上（専門科目５７単位以上），環境都

市工学科においては１３９単位以上（専門科目５３単位以上），建築学科においては１

３９単位以上（専門科目６０単位以上）であること。ただし，一般科目の修得が７０単

位以上認定されていること。また，他学科専門科目の単位は進級に必要な単位に含めな

い。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「機械システム設計」及び「工学実験」の全単位の

修得が認定されていること。 



三 電気・電子システム工学科にあっては，授業科目「創造電気実験実習」，「電気基礎

実験」，「電気電子工学実験Ⅰ」，「電気電子工学実験Ⅱ」及び「電気電子工学ゼミ」

の全単位の修得が認定されていること。 

四 情報工学科にあっては，授業科目「情報工学ゼミⅡ」，「工学実験Ⅰ」，「工学実験

Ⅱ」，「エンジニアリングデザインⅠ」及び「エンジニアリングデザインⅡ」の全単位

の修得が認定されていること。 

五 環境都市工学科にあっては，授業科目「環境都市工学実験Ⅱ」及び「プロジェクトデ

ザインⅡ」の全単位の修得が認定されていること。 

六 第４学年までに開講された全ての必履修科目が履修認定されていること。 

５ 各学年の課程の修了については，所定の単位を修得したものについて認定する。 

６ 単位の修得が認定された授業科目の単位数の累計が，その在籍する学年より上位の学年

の進級基準を満たしても，その上位の学年より一つ上の学年への進級を認定しない。 

 

（平成３０年度～令和２年度入学者に適用する進級及び課程修了の認定） 

第４条の３ 第１学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数及び

課題研究によって認定された単位数の累計が，２８単位以上であること。 

二 特別活動の履修状況が良好であること。 

２ 第２学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数

及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては６０単位以上，

電気・電子システム工学科においては６１単位以上，情報工学科においては６２単位以

上，環境都市工学科においては６０単位以上，建築学科においては６２単位以上である

こと。 

二 特別活動の履修状況が良好であること。 

３ 第３学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２・３学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単

位数及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては９５単位

以上，電気・電子システム工学科においては９３単位以上，情報工学科においては９５

単位以上，環境都市工学科においては９５単位以上，建築学科においては９９単位以上

であること。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「機械設計製図Ⅰ」，「メカトロニクス実習」及び

「創造総合実習」の全単位の修得が認定されていること。 

三 特別活動の履修状況が良好であること。 

４ 第４学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 修得が認定された単位数の累計が，機械工学科においては１３９単位以上（専門科目

６２単位以上），電気・電子システム工学科においては１３５単位以上（専門科目５６

単位以上），情報工学科においては１３７単位以上（専門科目５７単位以上），環境都

市工学科においては１３７単位以上（専門科目５３単位以上），建築学科においては１

３９単位以上（専門科目６０単位以上）であること。ただし，一般科目の修得が７０単

位以上認定されていること。また，他学科専門科目の単位は進級に必要な単位に含めな

い。 



二 機械工学科にあっては，授業科目「機械設計製図Ⅱ」及び「工学実験」の全単位の修

得が認定されていること。 

三 電気・電子システム工学科にあっては，授業科目「創造電気実験実習」，「電気基礎

実験」，「電気電子工学実験Ⅰ」，「電気電子工学実験Ⅱ」及び「電気電子工学ゼミ」

の全単位の修得が認定されていること。 

四 情報工学科にあっては，授業科目「情報工学ゼミⅡ」，「工学実験Ⅰ」，「工学実験

Ⅱ」，「エンジニアリングデザインⅠ」及び「エンジニアリングデザインⅡ」の全単位

の修得が認定されていること。 

五 第４学年までに開講された全ての必履修科目が履修認定されていること。 

５ 各学年の課程の修了については，所定の単位を修得したものについて認定する。 

６ 単位の修得が認定された授業科目の単位数の累計が，その在籍する学年より上位の学年

の進級基準を満たしても，その上位の学年より一つ上の学年への進級を認定しない。 

 

（平成２８～２９年度入学者に適用する進級及び課程修了の認定） 

第４条の４ 第１学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数及び

課題研究によって認定された単位数の累計が，２８単位以上であること。 

二 特別活動の履修状況が良好であること。 

２ 第２学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単位数

及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては６０単位以上，

電気・電子システム工学科においては６１単位以上，情報工学科においては６２単位以

上，環境都市工学科においては６０単位以上，建築学科においては６２単位以上である

こと。 

二 特別活動の履修状況が良好であること。 

３ 第３学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 第１・２・３学年に開講される授業科目のうち単位の修得が認定された授業科目の単

位数及び課題研究によって認定された単位数の累計が，機械工学科においては９５単位

以上，電気・電子システム工学科においては９３単位以上，情報工学科においては９５

単位以上，環境都市工学科においては９５単位以上，建築学科においては９９単位以上

であること。 

二 機械工学科にあっては，授業科目「機械設計製図Ⅰ」，「メカトロニクス実習」及び

「創造総合実習」の全単位の修得が認定されていること。 

三 特別活動の履修状況が良好であること。 

４ 第４学年の進級の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 修得が認定された単位数の累計が，機械工学科においては１３９単位以上（専門科目

６２単位以上），電気・電子システム工学科においては１３５単位以上（専門科目５６

単位以上），情報工学科においては１３７単位以上（専門科目５７単位以上），環境都

市工学科においては１３７単位以上（専門科目５３単位以上），建築学科においては１

３９単位以上（専門科目６０単位以上）であること。ただし，一般科目の修得が７０単

位以上認定されていること。また，他学科専門科目の単位は進級に必要な単位に含めな

い。 



二 機械工学科にあっては，授業科目「機械設計製図Ⅱ」及び「工学実験」の全単位の修

得が認定されていること。 

三 電気・電子システム工学科にあっては，授業科目「創造電気実験実習」，「電気基礎

実験」，「電気電子工学実験Ⅰ」，「電気電子工学実験Ⅱ」及び「電気電子工学ゼミ」

の全単位の修得が認定されていること。 

四 情報工学科にあっては，授業科目「情報工学ゼミⅡ」，「工学実験Ⅰ」，「工学実験

Ⅱ」，「エンジニアリングデザインⅠ」及び「エンジニアリングデザインⅡ」の全単位

の修得が認定されていること。 

５ 各学年の課程の修了については，所定の単位を修得したものについて認定する。 

６ 単位の修得が認定された授業科目の単位数の累計が，その在籍する学年より上位の学年

の進級基準を満たしても，その上位の学年より一つ上の学年への進級を認定しない。 

 

（平成３０年度以降入学者に適用する卒業の認定） 

第５条 卒業の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 必修科目の単位の修得が認定されていること。 

二 一般科目及び専門科目の授業科目群に必要とされる修得単位数が記されている場合，

授業科目群ごとにその単位数以上の単位修得が認定されていること。 

三 修得が認定された単位数の累計が１６７単位以上（一般科目７５単位以上，専門科目

８２単位以上）であること。ただし，他学科専門科目の単位は卒業に必要な単位に含め

ない。 

四 必履修科目の履修が認定されていること。 
 

（平成２８～２９年度入学者に適用する卒業の認定） 

第５条の２ 卒業の認定は，次の要件をすべて満たしていなければならない。 

一 必修科目の単位の修得が認定されていること。 

二 一般科目及び専門科目の授業科目群に必要とされる修得単位数が記されている場合，

授業科目群ごとにその単位数以上の単位修得が認定されていること。 

三 修得が認定された単位数の累計が１６７単位以上（一般科目７５単位以上，専門科目

８２単位以上）であること。ただし，他学科専門科目の単位は卒業に必要な単位に含め

ない。 

 

（留学した者の修学期間の取扱い） 

第６条 留学により休学した者の休学前における当該学年の修学期間は，修学年度の当該相

当期間に振り替えることができる。 

２ 本校学則第２５条の２の規定及び本校学生留学規則(平成元年２月１６日制定)に基づき

留学した者で，３０単位の修得を認定された者は，留学時の学年から進級することができ

る。 

３ 第２条から第５条までの規定は，前項の規定の適用を受けたものに準用する。 

 

（原級留置） 

第７条 進級又は卒業が認められない者は原級に留置する。 



２ 原級留置（休学による原級留置を除く）となった者については，当該学年で修得した科

目（卒業研究を含む）の単位を認定する。したがってその修得単位を原級留置前の修得単

位に加算できるものとする。 

３ 第１・２・３・４学年において一度原級留置（休学による原級留置を除く）となった者

は，原級留置以降第５学年進級時まで，在籍する学年の１年上位学年における科目を履修

の上，単位を修得することができる。ただし，第４学年での卒業研究の単位の修得は認め

ない。 

 

附 則 

１ この規程は，昭和５７年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に，機械工学科に在学する者に係る単位数は，第４条第２項第２号

及び同項第４号の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 新教育課程（昭和５２年４月制定）における履修・修得及び卒業等の認定の基準に関

する内規（昭和５４年４月６日制定）は，廃止する。 

 

附 則 

１ この規則は，昭和６１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第１項第１号及び第２号並びに同条第２項第２号及び第４号の規定は，

昭和６１年度に入学した者から適用し，昭和６０年度以前に入学した者については，な

お，従前の例による。 

３ 改正後の第７条の規定は，現に留学により休学している者で，この規則の施行日以後

において復学する者に適用する。 

 

附 則 

この規程は，昭和６２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は，平成４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規程は，平成１０年４月１日から施行する。 



２ 改正後の規程は，平成１０年度に入学した者から適用し，平成９年度以前に入学した

者については，なお従前の例による。 

３ 平成９年度以前の入学者が，平成１０年度以降に第１学年として編成された学級に所

属した場合，別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成１３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 


